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健
康
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み

応
援
し
ま
す

　

香
美
市
民
の
健
康
づ
く
り
活

動
と
、
地
域
に
お
け
る
人
と
人

の
つ
な
が
り
を
強
め
る
活
動
に

取
り
組
む
団
体
（
５
人
以
上
）

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
事
業
名
】

健
康
づ
く
り
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
推
進
事
業

【
対
象
】

30
歳
以
上
の
香
美
市
民
で
構
成

さ
れ
る
団
体

【

受

付

期

間

】

８

月

１

日

（
月
）
～
８
月
31
日
（
水
）

【
補
助
金
額
】

１
団
体
に
つ
き
上
限
10
万
円

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考

【
事
業
内
容
】

　

次
の
①
と
②
両
方
の
事
業
を

行
う
こ
と
。

①
健
康
に
関
す
る
運
動
や
講
演

　

会
な
ど

②
地
域
で
の
人
と
人
の
つ
な
が

　

り
を
強
め
る
活
動
（
次
の
内

　

１
つ
以
上
を
実
施
）

◆
団
体
内
で
の
お
互
い
の
見
守
り

◆
取
り
組
む
事
業
へ
の
勧
誘

◆
地
域
住
民
に
対
す
る
特
定
健

　

診
・
が
ん
検
診
の
受
診
勧
奨

　

や
健
康
に
関
す
る
啓
発

◆
地
域
内
の
独
居
高
齢
者
等
へ

　

の
声
か
け
・
訪
問
等
に
よ
る

　

定
期
的
な
見
守
り
な
ど　
　

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

健
康
介
護
支
援
課
健
康
づ
く
り
班

☎
52
・
９
２
８
２

※

支
所
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
を

お
忘
れ
な
く

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の

離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
等

に
対
し
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　

受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年

８
月
中
に
現
況
届
を
提
出
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
手
当
の
受
給
か
ら
５

年
を
経
過
す
る
等
の
要
件
に
該

当
し
て
い
る
方
は
、
一
部
支
給

停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
を
、

こ
の
現
況
届
と
と
も
に
、
毎
年

８
月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所
☎
53
・
３
１
１
７

香
北
支
所　

☎
52
・
９
２
８
５

物
部
支
所　

☎
52
・
９
２
８
８

湖
水
祭
り
へ
の
来
場
は

無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
で
！

　

今
年
も
８
月
14
日
（
日
）
に

開
催
を
予
定
し
て
い
る
奥
物
部

湖
湖
水
祭
り
で
は
、
例
年
、
来

場
者
数
の
増
加
に
よ
り
、
会
場

周
辺
で
の
混
雑
や
、
駐
車
場
不

足
に
よ
る
Ｕ
タ
ー
ン
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
さ
ら
に
今
年
は
、
昨
年
に

比
べ
駐
車
台
数
が
200
台
ほ
ど
減

少
し
ま
す
。

　

そ
の
対
策
と
し
て
、
香
北
町

の
ア
ン
パ
ン
マ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
周
辺
臨
時
駐
車
場
か
ら
会
場

ま
で
の
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
、

16
時
頃
か
ら
順
次
運
行
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

香
北
町
、
土
佐
山
田
町
、
高

知
市
方
面
か
ら
自
動
車
で
来
場

す
る
方
は
、
ぜ
ひ
公
共
交
通
機

関
や
香
北
町
か
ら
の
無
料
シ
ャ

ト
ル
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

帰
り
は
Ｊ
Ｒ
土
佐
山
田
駅
行
き

の
臨
時
バ
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

奥
物
部
湖
湖
水
祭
実
行
委
員
会

（
物
部
支
所
地
域
振
興
班
内
）

☎
52
・
９
２
８
９

　特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉

　手当・特別児童扶養手当を受給している方は、

　所得状況届の提出が必要です。対象者は所得状

　況届を毎年８月中に提出してください。

◆特別障害者手当

　月額２６，８３０円。心身に著しく重度の障害が

　あり、日常生活において常時特別の介護を必要

　とする２０歳以上の方に支給されます。ただし

　施設に入所している方や３カ月以上入院中の方

　は申請できません。

◆障害児福祉手当

　月額１４，６００円。心身に重度の障害があり、

　日常生活に著しい制限を受ける２０歳未満の

　方に支給されます。ただし、施設に入所してい

　る方や公的障害年金を受給している方は申請で

　きません。

◆特別児童扶養手当

　月額１級（重度）５１，５００円・２級（中度）

　３４，３００円。心身に重度または中度の障害の

　ある２０歳未満の児童を監護している父母や療

　育者の方に支給されます。ただし、対象児童が

　施設に入所している場合や、公的障害年金を受

　給している場合には申請できません。

※申請に診断書等所定の書類が必要です。

　なお、各手当の障害程度基準に該当しない場合

　や、受給資格者および扶養義務者の前年所得が

　一定額を超える場合は受給できません。

各種手当所得状況届各種手当所得状況届各種手当所得状況届各種手当所得状況届各種手当所得状況届

各種手当のご案内各種手当のご案内各種手当のご案内各種手当のご案内各種手当のご案内

８月中に提出を！

健
康
づ
く
り
進
め
て
い
ま
す

　

健
康
づ
く
り
の
組
織
と
し
て
、

土
佐
山
田
地
区
に
は
香
美
市
健

康
づ
く
り
婦
人
会
、
香
北
・
物

部
地
区
に
は
香
美
市
健
康
づ
く

り
推
進
員
協
議
会
が
あ
り
ま
す
。

　

健
康
に
関
す
る
知
識
や
情
報

を
、
地
域
の
方
々
に
伝
え
る
伝

達
者
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
定
健
診
等
の
受
診
を

お
勧
め
す
る
た
め
、
ご
自
宅
に

お
伺
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
健
康
づ
く
り
班

☎
52
・
９
２
８
２

お
買
い
物
は
香
美
市
で
！

香
美
ｉ
ｎ
ｇ
商
品
券
販
売

　

香
美
市
商
工
会
で
は
、
20
％

の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
・

香
美
ｉ
ｎ
ｇ
商
品
券
の
販
売
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　

購
入
方
法
に
つ
い
て
は
、
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、
香
美
市
商

工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
香
美
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
使
用
期
間
】

12
月
１
日
（
木
）
～
平
成
29
年

１
月
31
日
（
火
）

【
販
売
セ
ッ
ト
数
】

１
セ
ッ
ト
（
千
円×

12
枚
）
＝

１
万
円

※

３
０
０
０
セ
ッ
ト
販
売

【
商
品
券
取
扱
店
募
集
】

　

香
美
ｉ
ｎ
ｇ
商
品
券
の
取
扱

店
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

募
集
開
始
の
日
程
や
応
募
方

法
に
つ
い
て
は
、
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
香
美
市
商
工
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
香
美
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

商
工
会
☎
53
・
４
１
１
１

高
齢
者
向
け
給
付
金
の

受
付
期
限
は
８
月
31
日

　

高
齢
者
向
け
給
付
金
を
受
給

す
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
支
給
対
象
に
な
る
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、
申
請
書
を
発
送

し
て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
に
該
当
す
る
方
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
お
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
後
、
申
請
内
容
を
審
査
し
、

結
果
を
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
な
お
、
申
請
か
ら
振
り
込

み
ま
で
、
１
～
２
カ
月
程
度
か

か
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　

受
付
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

の
で
、
早
め
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
受
付
期
限
】
８
月
31
日
（
水
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所
☎
53
・
３
１
１
７

介
護
保
険
施
設
の
費
用
が

軽
減
さ
れ
ま
す

　

介
護
保
険
施
設
へ
入
所
、
ま

た
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
短
期

入
所
）
を
利
用
し
て
い
る
方
で
、

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

申
請
に
よ
り
食
事
代
・
居
住
費

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
所
得
等
に
応
じ
た

負
担
限
度
額
を
自
己
負
担
し
、

残
り
の
基
準
費
用
額
と
の
差
額

分
は
介
護
保
険
か
ら
給
付
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
有
効
期
限
が
平
成
28

年
７
月
末
の
認
定
証
を
所
持
し

て
い
る
方
は
、
更
新
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
該
当
要
件
】

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
り
、

世
帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
も

住
民
税
非
課
税
で
、
か
つ
預
貯

金
等
が
単
身
の
方
は
１
千
万
円
、

夫
婦
の
方
は
２
千
万
円
以
下
の

方
。

【
対
象
施
設
】

◆
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

◆
介
護
老
人
保
健
施
設

◆
介
護
療
養
型
医
療
施
設

※

ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

は
含
み
ま
せ
ん
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

①
介
護
保
険
被
保
険
者
証

②
印
鑑

③
預
貯
金
額
が
わ
か
る
通
帳

④
非
課
税
年
金
を
受
給
し
て
い

　

る
方
は
、
そ
の
年
金
の
種
別

　

を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
社
会
長
寿
班

☎
52
・
９
２
８
０

園
芸
用
ハ
ウ
ス
の
災
害
復
旧

　

自
然
災
害
で
被
災
し
た
園
芸

用
ハ
ウ
ス
の
復
旧
を
支
援
し
ま
す
。

【
要
件
等
】
園
芸
施
設
共
済
に

加
入
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要

件
が
あ
り
ま
す
。

【
補
助
対
象
経
費
】

ハ
ウ
ス
本
体
（
被
覆
資
材
を
除

く
）
お
よ
び
附
帯
設
備
の
復
旧

【
補
助
率
】

①
新
設
＝
15
分
の
８

②
中
古
＝
２
分
の
１
以
内

【
問
い
合
わ
せ
先
】

産
業
振
興
課
☎
53
・
１
０
６
２

水
の
事
故
を
防
ご
う
！

　

海
や
川
な
ど
で
水
遊
び
を
楽

し
む
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
水

の
怖
さ
を
再
度
確
認
し
、
子
ど

も
だ
け
の
水
遊
び
に
は
注
意
し

ま
し
ょ
う
。
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
の
活
用
も
有
効
で
す
。

　

危
険
な
水
遊
び
等
を
見
か
け

た
際
に
は
、
最
寄
り
の
警
察
署

等
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
警
察
署
地
域
課

☎
０
８
８
・
８
６
３
・
０
１
１
０

　

◆問い合わせ・提出先　

　福祉事務所　☎５３－３１１７

　香 北 支 所　☎５２－９２８５

　物 部 支 所　☎５２－９２８８

そ　
の　

他

補
助
金
・
手
当

届け出が必要です届け出が必要です届け出が必要です届け出が必要です届け出が必要です

障害者福祉の各種手当


